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賃
貸
住
宅
に
居
住
す
る
多
く
の
国
民
に
と
っ
て
、
施
行
日
を
三
月
一
日
と
前
倒
し
に
し
た
「
定
期
借
家
権
」
の
実
施
は
、
大

き
な
影
響
と
混
乱
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が
あ
る
。
は
た
し
て
賃
貸
住
宅
に
居
住
す
る
国
民
の
権
利
は
脅
か
さ
れ
る
危
険
は
な
い

の
か
、
政
府
は
緊
急
に
対
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
多
く
の
識
者
が
指
摘
し
て
い
る
。 

一
四
五
国
会
に
お
い
て
衆
議
院
法
務
委
員
会
に
付
託
さ
れ
て
い
た
「
定
期
借
家
権
」
を
め
ざ
す
議
員
立
法
が
与
党
の
継
続
反

対
に
よ
っ
て
廃
案
に
な
り
、
そ
の
直
前
に
同
建
設
委
員
会
に
「
良
質
な
賃
貸
住
宅
の
供
給
を
促
進
す
る
法
律
案
」
が
こ
れ
も
議

員
立
法
と
し
て
付
託
さ
れ
た
。
両
案
は
、
「
定
期
借
家
権
」
を
創
設
す
る
た
め
に
借
地
借
家
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
、
後
者 

 

の
住
宅
政
策
に
つ
い
て
の
努
力
規
定
を
除
い
て
は
、
ほ
ぼ
同
一
の
内
容
で
あ
る
。 

一 

定
期
借
家
権
を
創
設
す
る
法
律
の
施
行
に
あ
た
っ
て
の
政
府
の
対
応
に
つ
い
て 

以
下
、
質
問
す
る
。 

（
2
） 

施
行
日
（
二
〇
〇
〇
年
三
月
一
日
）
を
控
え
て
二
ヵ
月
あ
ま
り
し
か
な
い
が
、
政
府
は
ど
の
よ
う
な
方
法
・
手
段

を
も
っ
て
国
民
全
体
へ
の
周
知
徹
底
を
は
か
る
か
。 

（
1
） 

こ
の
事
案
の
所
轄
官
庁
を
明
確
に
さ
れ
た
い
。 

「
定
期
借
家
権
」
に
よ
る
混
乱
と
危
険
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

一 

 



 

（
8
） 

賃
貸
借
契
約
は
終
了
し
た
。
け
れ
ど
も
、
賃
貸
借
人
の
明
け
渡
し
が
事
実
上
困
難
な
場
合
は
、
い
か
に
対
処
す
べ

き
な
の
か
。
「
単
身
高
齢
で
身
寄
り
の
な
い
場
合
」
「
病
臥
、
あ
る
い
は
身
体
の
障
害
の
た
め
動
け
な
い
場
合
」 

（
7
） 

賃
貸
借
終
了
の
通
知
が
な
く
、
居
住
を
続
け
て
い
る
場
合
、
契
約
更
新
が
あ
っ
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
の
か
。 

（
6
） 

賃
貸
借
契
約
終
了
時
の
通
知
を
行
う
期
間
は
定
め
ら
れ
て
い
る
か
。
文
理
解
釈
上
、
期
間
満
了
時
ま
で
に
行
う
べ

き
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
期
間
終
了
後
の
通
知
で
も
よ
い
の
か
明
確
な
規
定
が
見
当
た
ら
な
い
。
期
間

終
了
後
、
十
年
経
過
し
て
か
ら
そ
の
旨
を
通
知
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
期
間
終
了
後
の
賃
貸
住
宅
居
住

者
は
き
わ
め
て
不
安
定
な
位
置
に
あ
り
続
け
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

（
5
） 

「
標
準
契
約
書
」
が
成
立
し
た
場
合
の
法
的
効
果
、
拘
束
力
な
ど
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
。
区
分
所
有
建
物
に

お
け
る
標
準
管
理
規
約
の
よ
う
な
も
の
に
な
り
え
る
の
か
。
何
ら
か
の
行
政
指
導
的
な
措
置
が
な
さ
れ
る
の
か
。 

（
4
） 

立
法
過
程
で
示
唆
さ
れ
た
「
標
準
契
約
書
」
の
作
成
は
、
ど
の
よ
う
に
実
現
す
る
の
か
。
宅
建
業
法
と
の
関
連
で

作
る
の
か
、
あ
る
い
は
別
の
法
的
根
拠
を
定
め
る
の
か
。
明
確
に
さ
れ
た
い
。 

（
3
） 

施
行
に
あ
た
っ
て
地
方
公
共
団
体
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
に
な
う
の
か
。 

「
入
院
中
で
余
命
い
く
ば
く
も
な
い
場
合
」
「
交
通
事
故
や
突
然
の
怪
我
で
動
け
な
い
場
合
」
な
ど
、
経
済
的
、
物 

 

二 

 



 

三 

「
定
期
借
家
制
度
」
の
実
効
性
を
評
価
す
る
た
め
の
作
業
に
つ
い
て 

二 

四
年
後
の
「
見
直
し
」
に
つ
い
て 

（
2
） 

見
直
し
の
際
に
は
、
法
律
一
～
四
条
で
努
力
義
務
を
課
し
た
箇
所
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
行
っ
た
政
策
や
措
置

に
つ
い
て
、
そ
の
成
果
を
具
体
的
に
検
証
す
る
必
要
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。 

（
1
） 

政
府
部
内
で
見
直
し
を
行
う
担
当
部
局
は
存
在
す
る
か
。
事
態
の
推
移
を
見
守
る
デ
ー
タ
は
、
公
表
さ
れ
る
の 

 

か
。 

（
10
） 

施
行
に
あ
た
っ
て
想
定
さ
れ
る
法
律
解
釈
問
題
を
列
挙
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ど
の
よ
う
な
対
応
を
行

う
の
か
。 

（
9
） 
今
後
、
貸
家
市
場
に
流
通
す
る
物
件
が
「
定
期
借
家
」
中
心
と
な
り
、
「
普
通
借
家
」
が
割
高
に
な
る
こ
と
に
よ 

り
、
借
り
手
側
が
経
済
的
事
情
か
ら
定
期
借
家
権
以
外
の
物
件
を
選
択
で
き
な
い
と
し
た
ら
、
賃
借
人
の
選
択
権
は

有
名
無
実
の
も
の
と
な
る
。
「
定
期
借
家
」
と
「
普
通
借
家
」
と
の
家
賃
の
相
違
は
防
ぐ
べ
き
で
は
な
い
か
。 

理
的
に
転
居
明
け
渡
し
が
困
難
な
場
合
、
引
越
し
が
不
可
能
な
賃
貸
借
人
を
強
制
退
去
さ
せ
る
の
か
。
そ
う
で
な
い

な
ら
、
ど
の
よ
う
な
対
処
が
可
能
な
の
か
。 

三 

 



 

四 

既
存
契
約
の
転
換
の
問
題
に
つ
い
て 

（
2
） 

店
舗
併
用
住
宅
で
あ
る
借
家
は
、
居
住
用
で
あ
る
か
営
業
用
で
あ
る
か
、
法
文
上
も
明
ら
か
で
な
い
。
借
地
借
家

（
1
） 

本
法
（
附
則
2
条
1
項
、
同
3
条
）
に
違
反
す
る
既
存
借
家
（
住
宅
）
の
定
期
借
家
へ
の
切
り
替
え
を
防
ぐ
た
め

ど
の
よ
う
な
措
置
を
と
る
の
か
。
ま
た
、
逐
次
調
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。 

（
5
） 

本
法
第
1
～
第
4
条
の
達
成
状
況
を
政
府
に
よ
る
公
的
調
査
報
告
書
と
し
て
国
会
に
報
告
・
公
表
す
る
べ
き
で
は

な
い
か
。 

（
4
） 

入
居
差
別
の
有
無
も
含
め
、
借
家
関
係
の
実
態
把
握
の
た
め
に
行
う
必
要
は
な
い
か
。 

（
3
） 

定
期
借
家
契
約
の
普
及
の
度
合
い
、
契
約
の
内
容
や
期
間
の
定
め
状
況
、
賃
料
自
動
改
定
特
約
の
内
容
と
普
及
の

状
況
、
再
契
約
の
状
況
、
礼
金
等
「
再
契
約
料
」
徴
収
の
有
無
の
状
況
、
ト
ラ
ブ
ル
の
有
無
な
ど
に
関
す
る
調
査
実

施
（
住
宅
と
営
業
用
を
分
け
て
の
）
が
必
要
で
は
な
い
か
。 

（
2
） 
家
賃
水
準
の
「
低
下
」
状
況
に
関
し
て
公
的
な
主
体
に
よ
る
分
析
作
業
と
公
表
が
必
要
で
は
な
い
か
。 

（
1
） 

と
く
に
、
新
規
の
家
族
向
け
の
広
い
借
家
の
供
給
が
ど
の
よ
う
に
増
加
、
既
存
持
家
の
貸
家
化
と
新
規
の
賃
貸
住

宅
建
設
と
分
け
て
デ
ー
タ
を
作
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
。 

四 

 



 

五 

新
規
に
締
結
さ
れ
た
定
期
借
家
契
約
に
お
け
る
解
釈
問
題 

（
3
） 

例
え
ば
、
契
約
期
間
を
2
年
と
し
た
と
し
て
、
再
契
約
に
際
し
、
予
め
一
定
の
約
定
を
す
る
契
約
が
種
々
の
形
で

（
2
） 

消
費
者
契
約
法
が
制
定
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
に
よ
る
消
費
者
保
護
の
規
定
は
、
定
期
借
家
契
約
に
も
及
ぶ
の
か
。 

（
1
） 

3
8
条
の
2
項
、
3
項
に
は
、
書
面
を
付
し
た
説
明
義
務
が
履
行
さ
れ
な
い
場
合
、
契
約
が
無
効
と
な
る
と
い
う

規
定
が
あ
る
が
、
貸
主
の
実
質
的
な
説
明
と
、
借
手
の
納
得
を
確
実
に
行
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
方

法
を
取
る
の
か
。 

（
3
） 
営
業
用
に
つ
い
て
は
、
「
既
存
契
約
を
合
意
で
定
期
借
家
に
切
り
替
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
趣
旨

（
附
則
3
条
の
反
対
解
釈
に
よ
る
）
の
解
説
や
報
道
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
営
業
用
で
も
、
附
則
2
条
1
項
が
あ
る
か

ぎ
り
、
そ
の
更
新
は
原
則
と
し
て
「
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
」
（
正
当
事
由
制
度
の
適
用
対
象
と
す
る
）
の
が
、
法 

 
 

の
本
来
の
内
容
で
は
な
い
か
。 

法
二
四
条
で
は
、
区
分
の
た
め
「
専
ら
事
業
の
用
に
供
す
る
」
の
旨
規
定
し
て
い
る
が
、
「
専
ら
」
で
は
な
い
場 

 
 

 

合
、
一
部
で
も
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
場
合
は
「
居
住
用
」
と
解
し
て
よ
い
の
か
。 

こ
の
点
に
関
す
る
法
の
趣
旨
の
普
及
・
徹
底
を
図
る
こ
と
の
必
要
性
に
つ
い
て
見
解
を
問
う
。 五 

 



 

（
6
） 

賃
借
人
側
か
ら
の
中
途
解
約
権
の
排
除
（
5
項
の
反
対
解
釈
）
は
、
賃
料
自
動
改
定
特
約
と
も
結
び
つ
い
て
、
借

家
人
（
と
く
に
営
業
用
）
に
と
っ
て
非
常
に
厳
し
い
事
態
を
招
く
場
合
が
あ
り
う
る
。 

（
5
） 

3
8
条
4
項
の
但
書
は
、
形
式
的
に
は
例
え
ば
3
年
目
、
4
年
目
に
入
っ
た
と
き
で
も
、
家
主
は
通
知
し
て
、
6

カ
月
後
の
明
渡
し
を
請
求
で
き
る
よ
う
に
も
解
釈
で
き
る
が
、
こ
の
例
で
、
4
年
目
の
始
め
に
家
主
が
一
方
的
に
通

知
し
て
、
そ
の
後
6
カ
月
で
契
約
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
。 

（
4
） 
契
約
を
終
了
さ
せ
る
た
め
の
通
知
が
、
通
知
期
間
の
経
過
後
、
約
定
の
期
間
の
満
了
後
も
な
さ
れ
ず
に
、
借
家
人 

が
住
み
続
け
て
い
る
場
合
、

例
え
ば
、
2
年
契
約
。
通
知
は
一
切
な
く
、
借
家
人
が

場
合
に
よ
っ
て
は
、

口
頭
の
や
り
と
り
で
賃
料
額
の
み
改
定
し
た
上
で
居
住
を
続
け
、
家
主
も
賃
料
を
受
領
し
て
い
る
ケ
ー
ス
は
ど
う
な

る
か
。 

少
な
く
と
も
契
約
中
で
、
（
イ
）
一
定
の
場
合
の
解
約
権
を
留
保
さ
せ
る
、
（
ロ
）
借
家
人
に
、
残
存
契
約
期
間 

 
 

に
つ
い
て
の
譲
渡
・
転
貸
の
自
由
を
認
め
る
、
な
ど
の
措
置
を
取
ら
せ
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
。
「
標
準
契
約 

登
場
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
（
家
賃
の
自
動
的
な
値
上
げ
や
、
中
途
解
約
の
違
約
金
な
ど
）
不
当
な
「
再
契
約
の
条 

 

件
」
か
ら
、
借
手
を
守
る
た
め
に
、
調
査
と
監
視
が
必
要
で
は
な
い
か
。 

六 

 



 

 

七 

書
」
で
は
、
こ
の
問
題
も
考
慮
し
反
映
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

（
7
） 

約
定
期
間
満
了
時
の
「
苛
酷
条
項
」
が
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
生
じ
う
る
ト
ラ
ブ
ル
の
実
態
の
調
査
を
行
う
必
要 

は
な
い
か
。 

（
8
） 

公
共
賃
貸
住
宅
（
公
営
、
公
団
、
公
社
の
賃
貸
住
宅
）
の
法
律
関
係
に
は
、
こ
の
新
法
は
影
響
す
る
の
か
。 

六 

諸
外
国
の
制
度
に
つ
い
て 

（
1
） 

「
自
由
契
約
」
と
「
市
場
化
」
が
進
め
ば
、
借
家
人
の
権
利
を
守
る
た
め
に
、
情
報
の
開
示
・
公
開
が
必
要
で
あ

る
が
、
適
正
賃
料
等
の
客
観
的
な
情
報
の
収
集
と
公
表
の
体
勢
を
整
え
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
。
諸
外
国
の
制

度
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。 

（
2
） 

今
後
、
賃
貸
住
宅
の
市
場
化
を
迎
え
た
場
合
、
借
家
人
層
が
家
主
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
一
定
の
組
織
化
が
必
要

で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
な
ど
で
は
、
強
力
な
借
家
人
組
合
が
存
在
す
る
。
「
定
期
借
家
」
に
住
む
借
家
人
の 

 

「
居
住
す
る
権
利
」
を
守
る
た
め
に
、
政
府
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
組
織
な
ど
と
の
協
力
、
補
助
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。 

右
質
問
す
る
。 


